
先
般
の
臨
時
総
会
・
臨
時

理
事
会
を
経
て
新
し
く
就
任

し
た
松
岡
保
会
長
は
「
日
本

柔
道
整
復
師
会
会
長
と
い
う

立
場
は
、
全
柔
道
整
復
師
約

７
万
３
千
人
の
ト
ッ
プ
に
立

つ
と
い
う
意
味
で
も
あ
る
と

考
え
て
お
り
、
日
に
日
に
大

き
な
責
任
と
重
圧
を
感
じ
て

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
喫
緊
の

課
題
と
し
て
多
く
の
機
構
改

革
、
業
界
改
革
が
必
要
で
す
。

平
成
23
年
度
以
降
、
取
り
扱

い
療
養
費
は
減
少
の
一
途
を

辿
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
減
少

傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
、
上

昇
基
調
に
持
っ
て
い
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

工
藤
鉄
男
前
会
長
が
実
現

さ
せ
た
『
公
的
審
査
会
の
権

限
強
化
』
、
『
実
務
経
験
３

年
義
務
化
』
と
『
施
術
管
理

者
制
度
の
確
立
』
、
カ
リ
キ
ュ

ラ
ム
改
正
の
『
教
育
改
革
』

は
、
そ
の
効
果
を
見
せ
始
め
、

柔
道
整
復
師
の
質
の
向
上
に

繋
が
っ
て
き
て
い
ま
す
。

こ
の
流
れ
を
踏
襲
し
、
い

よ
い
よ
本
丸
に
迫
っ
て
い
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
到

来
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め

に
今
年
度
立
ち
上
げ
ま
し
た

『
日
整
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
本

部
』
を
中
心
に
改
革
改
善
を

図
っ
て
ま
い
り
ま
す
」
と
力

強
く
挨
拶
し
た
。

三
橋
裕
之
副
会
長
兼
総
務

部
長
は
、
令
和
４
年
度
の
認

定
機
能
訓
練
指
導
員
実
務
研

修
会
の
日
程
等
に
つ
い
て
連

絡
し
た
。
ベ
ー
シ
ッ
ク
コ
ー

ス
を
7
月
30
日
、
31
日
に
、

ア
ド
バ
ン
ス
コ
ー
ス
を
８
月

20
日
、
21
日
、
９
月
18
日
、

19
日
に
開
催
す
る
予
定
。
11

月
６
日
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
、
フ
レ
イ
ル
の
第
一
人
者

で
あ
る
東
京
大
学
の
飯
島
勝

矢
教
授
を
基
調
講
演
の
講
師

に
招
き
、
開
催
す
る
予
定
。

３
月
16
日
の
福
島
県
沖
を

震
源
と
す
る
地
震
発
生
時
に

は
、
福
島
・
宮
城
両
県
の
担

当
者
な
ど
25
名
に
安
否
確
認

メ
ー
ル
を
送
信
。
う
ち
23
名

か
ら
無
事
を
知
ら
せ
る
回
答

が
あ
り
、
安
否
確
認
メ
ー
ル

が
実
際
に
機
能
す
る
こ
と
が

証
明
さ
れ
た
、
と
報
告
し
た
。

政
策
部
の
報
告
と
し
て
松

岡
会
長
は
、
令
和
３
年
４
月

28
日
の
理
事
会
で
設
置
が
承

認
さ
れ
た
『
日
整
イ
ノ
ベ
ー

シ
ョ
ン
本
部
』
に
つ
い
て
説

明
。
同
本
部
は
、
業
務
全
体

を
包
括
的
に
見
て
ス
ピ
ー
ド

感
の
あ
る
施
策
の
推
進
や
業

務
の
効
率
化
・
省
力
化
、
日

整
の
全
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト
を
最
大

限
生
か
し
た
シ
ス
テ
ム
の
体

系
化
・
一
元
化
を
め
ざ
す
組

織
。
令
和
３
年
度
は
、
電
子

請
求
を
見
据
え
た
療
養
費
デ
ー

タ
の
一
元
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

に
着
手
。
こ
れ
は
施
術
所
、

都
道
府
県
社
団
柔
道
整
復
師

会
と
日
整
の
ホ
ス
ト
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
繫
ぎ
、

療
養
費
デ
ー
タ
を
送
受
信
で

き
る
仕
組
み
を
作
る
も
の
で

あ
る
。

第
一
ス
テ
ー
ジ
と
し
て
東

京
都
・
茨
城
県
・
京
都
府
・

福
岡
県
の
４
都
府
県
で
テ
ス

ト
を
実
施
。
令
和
４
年
度
は
、

テ
ス
ト
を
行
う
都
道
府
県
を

４
か
ら
10
程
度
に
広
げ
る
予

定
で
あ
る
と
し
た
。

発行
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令和４年（２０２２）４月６日日整トピック第３７号（１）

２
面 高宮室長の特別講演要旨

３

面
償還払いへの変更の対象となる患者の

範囲 ６月１日から適用

４
面 第21回柔道整復療養費検討専門委員会

明細書発行加算の創設を検討

全国会長会 オンライン開催

厚労省の担当官が特別講演

日
整
は
全
国
会
長
会
を
３
月
27
日
（
日
）
、
午
後
１
時
か

ら
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
り
開
催
し
、
出
席
者
は
各
都
道
府
県
柔

道
整
復
師
会
と
日
本
柔
整
会
館
か
ら
会
議
に
臨
ん
だ
＝
写
真
。

厚
生
労
働
省
保
険
局
医
療
課
、
保
険
医
療
企
画
調
査
室
長
の

高
宮
裕
介
氏
に
よ
る
「
柔
道
整
復
療
養
費
に
係
る
課
題
と
方

向
性
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
特
別
講
演
が
あ
り
、
明
細
書
発

行
加
算
の
創
設
を
検
討
す
る
な
ど
の
報
告
が
あ
っ
た
（
２
ペ
ー

ジ
の
特
別
講
演
要
旨
を
参
照
）
。
続
い
て
日
整
顧
問
税
理
士

の
徳
重
寛
之
氏
に
よ
る
「
税
制
改
正
に
つ
い
て
」
の
講
演
後
、

伊
藤
宣
人
保
険
部
長
の
「
柔
道
整
復
療
養
費
及
び
施
術
料
金

の
取
扱
実
態
調
査
報
告
」
と
各
部
報
告
を
行
い
、
ツ
ー
ル
導

入
や
柔
道
大
会
の
ラ
イ
ブ
配
信
な
ど
、
新
た
な
取
り
組
み
が

示
さ
れ
た
。
税
制
改
正
と
柔
整
療
養
費
の
取
扱
実
態
調
査
報

告
の
内
容
は
、
日
整
広
報
誌
２
６
０
号
に
掲
載
予
定
。

挨拶する松岡会長

新
た
な
取
り
組
み
な
ど
報
告

（
次
ペ
ー
ジ
へ
）



石
原
誠
財
務
部
長
は
、
２

月
22
日
の
理
事
会
で
承
認
さ

れ
た
令
和
４
年
度
予
算
案
等

に
つ
い
て
概
要
を
説
明
。
事

業
活
動
収
入
は
、
既
存
会
員

の
減
少
を
見
越
し
て
会
費
収

入
を
１
万
５
千
人
分
と
し
た

が
、
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
っ
て
実

際
に
事
業
を
行
え
る
の
か
ど

う
か
は
不
透
明
な
た
め
、
執

行
状
況
を
注
視
し
な
が
ら
事

業
活
動
を
実
施
し
て
い
き
た

い
と
し
た
。

伊
藤
宣
人
保
険
部
長
は
柔

道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委

員
会
で
行
わ
れ
て
き
た
議
論

の
概
要
を
説
明
し
た
（
３
～

４
ペ
ー
ジ
の
記
事
を
参
照
）
。

長
尾
淳
彦
副
会
長
兼
学
術

教
育
部
長
は
、
令
和
４
年
度

の
「
匠
の
技

伝
承
」
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
の
日
程
等
に
つ
い

て
説
明
。
第
１
回
の
５
月
15

日
、
第
２
回
の
９
月
４
日
と

も
対
面
講
習
を
予
定
す
る
。

講
習
テ
ー
マ
は
橈
骨
遠
位
端

骨
折
と
肩
甲
上
腕
関
節
脱
臼
。

第
３
回
の
11
月
６
日
（
鎖
骨
・

肋
骨
骨
折
）
、
第
４
回
の
令

和
５
年
２
月
19
日
（
肘
関
節

後
方
脱
臼
）
は
オ
ン
ラ
イ
ン

講
習
を
予
定
す
る
。
こ
の
ほ

か
、
令
和
４
年
度
日
整
学
術

大
会
は
11
地
区
開
催
に
戻
す

予
定
と
し
た
。

竹
藤
敏
夫
事
業
部
長
は
、

昨
秋
に
講
道
館
で
日
整
全
国

少
年
柔
道
大
会
と
日
整
全
国

少
年
柔
道
形
競
技
会
を
３
年

ぶ
り
に
開
催
し
た
こ
と
を
報

告
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
対

策
の
た
め
、
無
観
客
開
催
と

し
た
一
方
、
全
試
合
を
ユ
ー

チ
ュ
ー
ブ
で
ラ
イ
ブ
配
信
し

た
結
果
、
保
護
者
の
方
々
を

含
め
約
3
万
６
千
人
が
視
聴

し
た
。
会
場
で
は
感
染
予
防

の
徹
底
に
よ
り
、
参
加
者
や

関
係
者
か
ら
感
染
者
が
出
な

か
っ
た
。

令
和
４
年
度
は
11
月
20
日
、

講
道
館
で
日
整
全
国
少
年
柔

道
大
会
と
日
整
全
国
少
年
柔

道
形
競
技
会
、
全
国
柔
道
整

復
師
高
段
者
大
会
の
開
催
を

予
定
し
て
い
る
と
し
た
。

山
﨑
邦
生
広
報
部
長
は
、

編
集
効
率
化
と
ス
ピ
ー
ド
化

を
図
る
た
め
、
ク
ラ
ウ
ド
型

ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ッ
ト
ツ
ー
ル

の
「
ラ
イ
ン
ワ
ー
ク
ス
」
と
、

ク
ラ
ウ
ド
ス
ト
レ
ー
ジ
の

「
Ｍ
Ｅ
Ｇ
Ａ
」
を
導
入
し
て

活
動
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
。

一
般
向
け
広
報
誌
の
創
刊
も

検
討
し
て
い
る
と
し
た
。

令和４年（２０２２）４月６日日整トピック第３７号（２）

柔
道
整
復
療
養
費
検
討
専

門
委
員
会
で
は
こ
れ
ま
で
、

「
患
者
ご
と
の
償
還
払
い
へ

の
変
更
」
、
「
明
細
書
の
義

務
化
」
、
「
療
育
費
を
施
術

管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た

め
の
仕
組
み
」
に
つ
い
て
の

議
論
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。

こ
の
う
ち
、
「
患
者
ご
と

の
償
還
払
い
へ
の
変
更
」
は

先
日
通
知
を
発
出
し
た
と
こ

ろ
で
す
。
施
術
の
必
要
性
を

個
々
に
確
認
す
る
必
要
が
あ

る
患
者
に
限
っ
て
、
一
定
の

基
準
で
対
象
患
者
を
限
定
し

て
い
ま
す
。
保
険
者
が
行
う

べ
き
手
続
き
も
国
で
細
か
く

定
め
た
上
で
、
保
険
者
が
患

者
ご
と
に
償
還
払
い
に
変
更

で
き
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

議
論
と
な
っ
た
の
は
、
患
者

照
会
を
適
切
な
時
期
に
分
か

り
や
す
い
内
容
で
繰
り
返
し

行
っ
て
も
回
答
し
な
い
患
者

へ
の
対
応
で
す
。

こ
う
し
た
患
者
の
償
還
払

い
へ
の
変
更
に
あ
た
り
、
保

険
者
は
償
還
払
い
注
意
喚
起

通
知
の
送
付
、
電
話
・
面
会

に
よ
る
事
実
関
係
の
確
認
、

償
還
払
い
変
更
通
知
の
送
付

だ
け
で
な
く
電
話
・
面
会
に

よ
る
説
明
を
行
う
、
と
い
っ

た
て
い
ね
い
な
手
続
き
を
踏

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

柔
道
整
復
療
養
費
の
令
和

４
年
料
金
改
定
に
つ
い
て
は
、

ま
だ
議
論
の
途
中
で
す
。
様
々

な
項
目
が
あ
り
ま
す
が
、
も
っ

ぱ
ら
「
明
細
書
発
行
加
算
の

創
設
」
に
議
論
が
集
中
し
て

い
ま
す
。

事
務
局
の
案
は
、
「
施
術

内
容
の
透
明
化
・
患
者
へ
の

情
報
提
供
・
業
界
の
健
全
な

発
展
の
観
点
か
ら
、
明
細
書

の
交
付
を
義
務
化
し
た
上
で
、

明
細
書
発
行
加
算
を
創
設
し

て
は
ど
う
か
」
と
い
う
内
容

で
す
。
た
だ
し
財
源
の
制
約

上
、
同
月
内
で
1
回
の
み
の

算
定
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
明
細
書
発
行
機
能

が
あ
る
レ
セ
コ
ン
（
療
養
費

支
給
申
請
書
の
作
成
な
ど
を

行
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
）
を
使

う
施
術
所
は
、
患
者
か
ら
不

要
と
の
申
し
出
が
な
い
限
り

明
細
書
を
無
償
交
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
、
と
し
て
い

ま
す
。

レ
セ
コ
ン
を
使
わ
な
い
施

術
所
は
、
従
来
ど
お
り
患
者

か
ら
発
行
を
求
め
ら
れ
た
場

合
に
交
付
し
ま
す
。
発
行
は

一
部
負
担
金
の
支
払
い
を
受

け
る
ご
と
と
し
て
い
ま
す
が
、

施
術
所
の
負
担
に
配
慮
し
て
、

患
者
の
求
め
に
応
じ
て
1
か

月
単
位
で
ま
と
め
て
交
付
す

る
の
も
差
し
支
え
な
い
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

「
療
養
費
を
施
術
管
理
者

に
確
実
に
支
払
う
た
め
の
仕

組
み
」
に
つ
い
て
は
1
月
か

ら
具
体
的
な
議
論
を
始
め
ま

し
た
。
６
月
に
方
向
性
を
取

り
ま
と
め
る
よ
う
議
論
を
進

め
た
い
考
え
で
す
。

療
養
費
請
求
・
審
査
・
支

払
い
手
続
き
の
事
務
局
案
は
、

（
１
）
施
術
管
理
者
が
審
査

支
払
機
関
に
療
養
費
を
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
、
（
２
）
審
査

支
払
機
関
は
柔
整
審
査
会
で

審
査
後
、
保
険
者
に
審
査
済

み
請
求
書
を
送
付
、
（
３
）

保
険
者
が
支
給
を
決
定
し
た

後
、
審
査
支
払
機
関
経
由
で

施
術
管
理
者
に
療
養
費
が
支

払
わ
れ
る
、
と
い
う
流
れ
で

す
。

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
は
令
和

８
年
度
開
始
と
い
う
工
程
で

の
議
論
を
始
め
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
新
し
い
仕
組
み
の

導
入
に
難
色
を
示
す
意
見
も

あ
り
ま
す
の
で
、
開
始
時
期

も
含
め
て
事
務
局
で
今
後
の

議
論
の
進
め
方
を
考
え
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
。

こ
れ
ら
３
つ
の
課
題
に
つ

い
て
は
、
健
康
保
険
組
合
連

合
会
が
健
保
組
合
ご
と
の
償

還
払
い
を
容
認
す
る
考
え
を

示
す
中
で
議
論
が
行
わ
れ
て

き
ま
し
た
が
、
対
象
と
な
る

不
適
切
な
患
者
の
範
囲
を
設

け
、
患
者
ご
と
の
償
還
払
い

へ
の
変
更
が
で
き
る
こ
と
と

し
ま
し
た
。

厳
し
い
状
況
で
の
議
論
と

な
り
ま
す
が
、
引
き
続
き
皆

さ
ま
と
相
談
、
調
整
さ
せ
て

い
た
だ
き
つ
つ
対
応
し
て
い

き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

高
宮
室
長
の
特
別
講
演
要
旨

柔
道
整
復
療
養
費
に
係
る

課
題
と
方
向
性
に
つ
い
て



令
和
４
年
２
月
24
日
の
柔

道
整
復
療
養
費
検
討
専
門
委

員
会
で
、
厚
生
労
働
省
案
を

基
に
実
施
に
つ
い
て
座
長
預

か
り
と
な
っ
た
「
不
適
切
な

患
者
の
償
還
払
い
」
は
、
令

和
４
年
６
月
１
日
か
ら
適
用

す
る
と
の
保
険
局
長
通
知
等

が
、
３
月
22
日
付
け
で
厚
生

労
働
省
保
険
局
か
ら
発
出
さ

れ
ま
し
た
。

償
還
払
い
へ
の
変
更
の
対

象
と
な
る
事
例
と
し
て
、
下

記
の
枠
内
の
と
お
り
①
自
己

施
術
、
②
自
家
施
術
、
③
保

険
者
が
適
切
な
時
期
に
分
か

り
や
す
い
照
会
内
容
で
繰
り

返
し
照
会
を
行
っ
て
も
回
答

し
な
い
患
者
、
④
複
数
の
施

術
所
に
お
い
て
同
部
位
の
施

術
を
重
複
し
て
受
け
て
い
る

患
者
の
４
類
型
で
す
。
対
象

と
な
る
の
は
患
者
で
あ
り
、

施
術
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

健
保
連
が
提
唱
し
て
い
る

長
期
・
頻
回
の
施
術
患
者
に

つ
い
て
は
、
前
号
で
既
報
の

と
お
り
対
象
外
で
あ
り
、
日

整
側
の
主
張
に
よ
り
一
定
の

成
果
を
収
め
ま
し
た
。

第３７号（３） 日整トピック 令和４年（２０２２）４月６日

日
整
保
険
部

療養費の償還払い

不適切な患者に限定
自己及び自家施術・複数の施術所での重複施術・照会への無回答

【償還払いへの変更の対象となる患者の範囲】

（１）自己施術（柔道整復師による自身に対する施術）に係る療養費の支給申請が 行わ

れた柔道整復師である患者

（２）自家施術（柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開

設者･従業員に対する施術）を繰り返し受けている患者

（３）保険者が繰り返し患者照会を行っても回答しない患者

患者照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても回答しな

い患者であり、また、償還払いへの変更までに、保険者は、当該患者に対して、償

還払い注意喚起通知の送付、電話又は面会による事実関係の確認、償還払い変更通

知の送付だけによらない電話又は面会による説明を行うこととするもの

（４）複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

保険者が、対象となる患者を確認した場合に、施術所に対する償還払い注意喚起通

知の送付や償還払い変更通知の送付を含め、一定の手続きを行った上で、患者ごと

に償還払いに変更できることとするもの

第30回柔道整復師国家試験合格者数

受験者数 合格者数 合 格 率

4,359名 2,740名 62.9％

【第30回柔道整復師国家試験の合格基準】

１. 必修問題については、配点を一問一点とし、全50問中、その得点が総点数の80％以上、40点以上を合格

とする。ただし、午前の問題第19問については、複数の選択肢を正解として採点する。また、午前の問

題第38問については、全員正解として採点する。

２．一般問題については、配点を１問１点とし、全200問中、その得点が総点数の60％以上、120点以上を合

格とする。

３．必修問題及び一般問題のいずれも合格基準を満たしている者を合格とする。

「
対
象
は
施
術
所
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」

令
和
４
年
６
月
１
日
か
ら
適
用



「
明
細
書
の
義
務
化
に
つ

い
て
」
及
び
「
療
養
費
を
施

術
管
理
者
に
確
実
に
支
払
う

た
め
の
仕
組
み
に
つ
い
て
」

を
議
題
と
し
た
第
21
回
柔
道

整
復
療
養
費
検
討
専
門
委
員

会
（
以
下
、
委
員
会
）
が
３

月
24
日
（
木
）
、
厚
生
労
働

省
専
用
第
15
会
議
室
に
て
ウ

エ
ブ
と
対
面
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ

ド
方
式
に
よ
り
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

日
整
か
ら
は
三
橋
裕
之
・

長
尾
淳
彦
両
副
会
長
、
伊
藤

宣
人
保
険
部
長
の
３
名
が
施

術
者
代
表
委
員
と
し
て
出
席

し
ま
し
た
。

「
明
細
書
の
義
務
化
に
つ

い
て
」
は
、
平
成
30
年
に
提

起
さ
れ
、
４
年
間
に
亘
り
議

論
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
す
。

令
和
４
年
１
月
31
日
開
催
の

第
19
回
委
員
会
で
日
整
代
表

委
員
は
、
患
者
の
た
め
に
明

細
書
を
出
す
こ
と
に
つ
い
て

は
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
が
、

保
険
者
が
患
者
調
査
等
に
使

用
す
る
権
利
が
あ
る
か
の
よ

う
な
発
言
が
あ
り
、
そ
れ
で

は
認
め
ら
れ
な
い
、
と
意
見

を
述
べ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
保
険
者
が
患
者
調

査
等
に
は
明
細
書
を
使
用
し

な
い
と
保
険
者
が
確
約
す
れ

ば
検
討
の
余
地
が
あ
る
、
と

発
言
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に

義
務
化
に
よ
る
財
政
的
裏
付

け
が
必
要
で
あ
る
、
と
重
ね

て
発
言
し
て
き
ま
し
た
。

料
金
改
定
の
議
論
と
合
わ

せ
て
議
論
す
る

こ
と
と
整
理
さ

れ
、
3
月
24

日

の
第
21
回
委
員

会
に
お
い
て
、

厚
生
労
働
省
の

考
え
方
が
示
さ
れ
ま
し
た
が
、

月
１
回
の
明
細
書
発
行
で
料

金
が
い
く
ら
な
の
か
、
見
合
っ

た
対
価
が
分
か
ら
な
い
以
上
、

判
断
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま

で
主
張
し
て
き
た
と
お
り
相

応
な
財
政
的
裏
付
け
が
必
要

で
あ
り
、
厚
生
労
働
省
に
は

誠
意
を
見
せ
て
ほ
し
い
、
と

発
言
し
て
い
ま
す
。
次
回
、

引
き
続
き
検
討
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。

「
療
養
費
を
施
術
者
に
確

実
に
支
払
う
た
め
の
仕
組
み

に
つ
い
て
」
は
、
令
和
２
年

2
月
28
日
開
催
の
第
16
回
委

員
会
か
ら
議
論
し
て
き
ま
し

た
が
、
令
和
４
年
１
月
31
日

開
催
の
第
19
回
委
員
会
で
具

体
的
な
検
討
事
項
、
検
討
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が
示
さ
れ
、

第
20
回
の
委
員
会
で
は
検
討

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
沿
っ
て
、

目
的
と
効
果
、
療
養
費
の
請

求
・
審
査
・
支
払
い
手
続
に

つ
い
て
審
議
を
行
い
ま
し
た
。

ま
ず
、
国
保
連
合
会
か
ら

審
査
・
支
払
機
関
と
し
て
、

こ
れ
を
進
め
る
に
当
た
っ
て

は
、
シ
ス
テ
ム
の
構
築
に
は

一
定
時
間
を
要
す
る
こ
と
、

47
国
保
連
合
会
の
審
査
業
務

等
に
つ
い
て
も
標
準
化
を
図
っ

て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
、

財
政
的
に
脆
弱
で
あ
る
の
で

財
政
面
の
支
援
も
必
要
な
ど

多
く
の
課
題
が
あ
る
、
と
の

説
明
が
あ
り
ま
し
た
。

日
整
代
表
委
員
は
、
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
を
確
実
に
進
め

る
た
め
に
は
、
経
過
措
置
を

設
け
ず
移
行
す
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
と
主
張
し
、
オ
ン

ラ
イ
ン
請
求
を
ス
ム
ー
ズ
に

進
め
る
た
め
に
も
、
健
保
連

に
対
し
て
健
康
保
険
組
合
が

国
保
連
合
会
等
の
審
査
会
に

審
査
等
を
委
託
す
る
よ
う
要

請
を
し
ま
し
た
。

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
が
実
現

す
る
ま
で
に
は
、
時
間
を
要

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ

れ
ま
で
の
間
、
現
状
を
ど
う

し
て
い
く
か
議
論
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
の

で
、
取
り
扱
い

規
程
に
沿
っ
て

考
え
て
い
く
こ

と
が
大
事
だ
と

考
え
て
い
る
旨

の
発
言
を
し
ま
し
た
。
重
ね

て
、
昭
和
63
年
に
協
定
と
契

約
と
に
な
っ
た
時
点
に
立
ち

戻
り
整
理
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
あ
る
と
の
意
見
も
述

べ
て
い
ま
す
。

前
回
、
有
識
者
委
員
で
あ

る
日
本
医
師
会
の
釜
萢
先
生

か
ら
「
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に

つ
い
て
は
、
長
い
時
間
を
か

け
今
日
に
至
っ
て
い
る
医
科

の
経
験
を
療
養
費
に
つ
い
て

役
立
て
て
も
ら
い
た
い
。
施

術
所
が
オ
ン
ラ
イ
ン
化
に
向

け
準
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
も
の
に
つ
い
て
は
、
国
が

こ
の
施
策
を
進
め
て
行
く
と

い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ

財
政
支
援
を
お
願
い
し
た
い
」

と
の
施
術
者
側
を
フ
ォ
ロ
ー

す
る
温
か
い
発
言
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
ま
た
、
令
和
８

年
度
に
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
開

始
予
定
の
工
程
表
が
示
さ
れ

ま
し
た
が
、
解
決
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
課
題
が
多
く
あ

り
、
示
さ
れ
た
工
程
で
は
困

難
で
は
な
い
か
、
と
の
考
え

が
施
術
者
側
と
保
険
者
側
の

委
員
か
ら
示
さ
れ
ま
し
た
。

前
回
、
日
整
代
表
委
員
が

示
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
が

開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
こ

の
課
題
の
仕
組
み
を
ど
う
す

る
か
検
討
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の

意
見
も
出
し
ま
し
た
。

厚
生
労
働
省
と
し
て
は
６

月
ま
で
に
方
向
性
を
取
り
ま

と
め
、
７
月
か
ら
は
施
行
に

向
け
た
議
論
を
し
た
い
と
し

て
お
り
、
よ
り
綿
密
な
制
度

の
検
討
を
行
い
た
い
と
し
て

い
ま
す
。
「
療
養
費
を
施
術

管
理
者
に
確
実
に
支
払
う
た

め
の
仕
組
み
」
の
検
討
に
は
、

日
本
柔
道
整
復
師
会
と
し
て

は
厚
生
労
働
省
に
協
力
を
し

て
い
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

日整トピック 令和４年（２０２２）４月６日第３７号（４）

第21回柔道整復療養費検討専門委員会

日
医
の
釜
萢

先
生

オ
ン
ラ
イ
ン
請
求
に
財
政
支
援
を

日
整
は
相
応
な
対
価
を
要
求

伊
藤
保
険
部
長
の
総
論


